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第３回 小平市文化スポーツ推進計画検討委員会 

日  時 令和４年１０月２４日（月）午前９時３０分から午前 11 時３０分まで 

場  所 小平市福祉会館 ３階第１集会室 

出  席 
委員：１５名（うち公募市民６名） 

傍聴者：３名 

 

【次第】 

１ 開 会 

２ 第２回小平市文化スポーツ推進計画検討委員会のまとめ 

３ アンケート及び関係団体ヒアリングについて 

４ 小平市文化スポーツ推進計画素案について 

５ 施策と取組について 

６ 事務連絡 

７ 閉 会 

 

【配布資料】 

１ 第２回 小平市文化スポーツ推進計画検討委員会 議事録（資料１） 

２ 小平市の文化芸術・スポーツ に関するアンケート調査 報告書（資料２） 

３ 小平市文化スポーツ推進計画策定にかかるヒアリング調査概要（資料３） 

４ 小平市文化スポーツ推進計画素案（資料４） 

５ 小平市文化スポーツ推進計画（概要版）【案】（資料５） 

６ 施策記入シート（資料 6） 
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【議事】 

１ 開会 

文化スポーツ担当部長からあいさつが行われた。 

傍聴希望者の確認、事務局から配布資料の確認等が行われたのち、議事が進

められた。 

 

２ 第２回小平市文化スポーツ推進計画検討委員会のまとめ【資料１】 

修正意見がある場合は事務局まで案内することとなった。 

 

３ アンケート及び関係団体ヒアリングについて 

事業者からアンケート調査、ヒアリング調査の要点について説明が行われた。  

委員  見るスポーツも必要ではないか。  

事業者  スポーツをする、見る、支える の３点で行っていけるとよい。  

委員長  この後の具体的な施策の議論の際に位置づけを考えてはいかがか。  

委員  アンケートは計画にどのように反映されているのか。  

事務局  アンケートを反映したものが素案となっている。素案の重点項目の

設定根拠となっている。  

委員   策定にかかるヒアリング調査の対象についてもう少し細かいレポー

トはあるのか。  

事業者  個別のデータはあるが内部資料としている。  

委員  問 7 についての数値が違う。  

事業者  訂正する。  

委員   対象に自治会等が加わっていないのはなぜか。  

事務局  自治会等については、市民を対象としたアンケート調査で意向を把

握しているものと認識している。  

 

４ 小平市文化スポーツ推進計画の素案（案）について  

委員  資料４、P9 について推進にあたって役割を決めた方がよいのでは

ないか。  

事務局  推進体制については、市民、関係団体などそれぞれに期待されるこ

ととしてまとめた上で、小平市がつなぎ役として支えていくという趣

旨となっている。  

委員   教育機関は教育委員会がまとめるのか。個々の学校からの情報を

得るような仕組みになるのか。  

事務局  小平市は横断的な取組が必要であり、教育委員会と文化スポーツ

課、市全体との連携が重要になってくる。  
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委員   推進体制の評価も必要ではないか。  

事務局  P10 進行管理にて記載がある。年間を通して文化スポーツだけでは

なく市全体の取組に対する評価をまとめて、ホームページ等で公表

していく。  

委員   数字や行ったことの報告だけではなく、結果をなるべく洗い出してほ

しい。 

委員長  P9 推進体制の図がなく、推進していくベースはどこであるか分かり

づらいが、小平市が連携の横断的な取組の部分に位置するというこ

とである。  

委員   全体としてのイメージが見えなかった。  

委員長  連携体制の部分に図を入れる必要がある。また、計画進行管理につ

いて数字だけの結果報告、評価でなく、質的な評価も必要である。

非認知能力についてもどのように示していくか、新しい評価の手法

を考えてほしい。  

委員  公開はホームページのみなのか。計画の改定版を作るイメージはな

いのか。  

事務局  １０年という長い計画のため、見直しは必要であり、毎回ではないが

大きな変更があった際には見直しについて検討していく。  

委員   P11 のデータについての表が間違っている。また、P12～14 に記載

のある取組とアンケートと、課題の関係性がわかりづらい。  

事務局  図表については確認する。課題に関してはこれまでの検討委員会で

まとめたものを挙げている。  

委員   本文を読むだけでは経緯がわからないので、P16 の冒頭に文章化

してはいかがか。  

委員   全体的な流れには関係ないので、個別に相談したらいかがか。  

事務局  この部分のイメージは、国の流れを小平市の具体的な状況に合わせ

る方向性で作っている。  

委員   目標値はどのように出したのか。  

事務局  東京都のデータを引用したり、小平市の状況、コロナの状況などを

踏まえて設定している。  

委員長  目標値の考え方について、補足説明はあった方がよい。見るスポー

ツについては P42 の部分でよいか。  

事務局  スポーツに触れる機会は今後さらに重要となる。施策 4 として取組

んでいきたい。文化に関しても施策 3 にて情報技術の活用により機

会を増やすことを目標として掲げている。  

委員   スポーツを「見る・する・支える」のうち、「見る」に関して、文化に合わ
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せて無理やり情報技術をという内容を取り入れる必要はないのでは

ないか。施策 4 は単純に見るスポーツの充実とするのがよい。また、

“人材” “人財”の表記ゆれを直した方がよい。  

委員   スポーツを楽しむために情報提供が必要であるとあるが、市民の多

様性も広がる中で一つには絞れないのではないか。SNS も全員が

使えるわけではない。多様性も重要視してもらいたい。  

スポーツ施設の充実についても、老朽化が進んでおり、民間の施設

の活用等の連携も大切ではないか。また、今後の施設づくりには、

人工芝を配置する際などは、環境配慮にも力をいれていただきたい。 

グリーンロードに関して、玉川上水の歴史的な価値や景観をアピー

ルして、小平市の誇りを醸成していただきたい。  

事務局  情報提供の入手手段は市報が多いが、市報は 10 代 20 代の世代

には届いておらず、SNS の発信に置き換えることも考えられる。し

かし、SNS は展開してもらう必要があり、仕組みを作っていくことが

課題となる。  

人工芝については自然素材チップなど情報収集をして進めていきた

い。  

玉川上水に関しては文化芸術とどのように結びつけるのか課題では

あるが、ただ歩くのではなく芸術に触れるような視点を盛り込んでい

けるとよい。  

委員  SNS などの利用度はとれるのか。 

委員   SNS で小平市に関して何か作ったとして若者は見ない可能性があ

る。ホームページや市報に重点を置いて周知した方がよいのではな

いか。  

委員長  なぜ見ないのか。  

委員   小中学生は学校などで情報が入ってくるが、高校生以上になると主

体的に動く傾向があり、「市」を探すことはないと考える。SNS は効

果的ではないのではないか。  

委員長  アンケートでも 20 代 30 代の回答率が低く、声が集められないこと

も課題の一つである。  

委員   平櫛田中展美術館が特別展を開催しており、グリーンロードにも人

通りが増えている。  

委員   P16 課題 1 の認知度向上に関して。子育て中の方を中心とした拠点

づくりをしているが、情報提供については市報やホームページなど

でほとんど告知していない。利用者個人のインスタグラムでタグ付け

されることで、図らずも連携・協働ができ、情報が広がった。スポー
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ツや文化に関しても同じように効果が期待できるのではないか。  

委員   体育協会のホームページについて、33 団体以外の団体のリンクも

発信していけると良く、広報部会でも議論していきたい。  

市の施設の老朽化についても市と協議して進めていきたい。  

委員   小平観光まちづくり協会を委員会に入れてはどうか。小平のガイド 

をしたり、まちの文化を発信することに力を入れている。  

委員  宣伝になるが、子ども向けの新田開発を通じた小平の歴史がまとま

っている。  

委員長  評価が変わってくるので、目標値についての説明は入っているとよ

いだろう。  

委員   P4 素案と概要で図を揃えておくべき。それぞれの図の意味が知り

たい。  

事務局  デザインについては検討中であるが、それぞれの視点がそれぞれ重

なるということが視覚的にわかるような図にしていきたい。 

委員長  実際に図を作成するときは論理的に考える必要がある。  

委員   部活動の地域移行について。事業としてではなく施策として設定す

るべきではないか。目標４の一つとして位置づけられているが、部活

動の地域移行については全く新しいものであり、このまま進むと、地

域移行が行われないまま終わると危惧している。勤務時間外に部活

動をやりたくない教員も多い。  

事務局  11月頃に都の方針が示されると聞いている。それを受けて小平市の

指導課がまとめていく予定であるため、今回の推進計画の中では施

策まではあげていない。  

委員   P45 ではまったく触れられていなく、文言として記載していただきた

い。  

事務局  地域移行に関しては文化スポーツ課が主体ではないため、施策のと

ころには挙げていないが、庁内で調整していく。  

事務局  教育委員会にて令和７年を目途にマスタープランを作成すると聞い

ている。今後予算化され具体的な内容が出てきたら示していく。庁

内で調整し、書き込める状況になったら触れていきたい。  

委員長  資料 6 に入る予定ということか。  

事務局  東京都の計画の方向性にもよるが、少なくとも受け皿を用意してい

くことになると考えている。 

委員   共生社会の構築が課題となる。外国ルーツの子どもも増える中で、

多文化共生推進に関しての市の考えを教えていただきたい。また、

重点項目とは何か。  
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委員長  重点項目については次の議題となっている。  

委員   外国人の問題は幅が広く、文化スポーツ課だけでなく様々な課に対

応していただきたい。  

事務局  市としては、第４次長期総合計画にて多文化共生の意識を高めると

ともに、引き続き関係機関等とも連携するとしている。また、庁内の

横断的な連絡調整については資料６で記載の通り関係部署と連絡

調整し、連携していく。  

委員長  調査研究は計画のどこにあるのか。民間のギャラリーなどの取組に

ついて現状把握はしていないように感じる。また、魅力作りの部分で

玉川上水という文言がなかった。景観や風景も大事な文化のベース

ではないかという意見に関して、もう少し具体的な記述があってもよ

いのではないか。  

委員長  発言のない委員の方で意見はあるか。  

委員   情報に関しては市民が自ら取りに行く。興味を喚起するには、子ども

の時に楽しいと思えることをたくさん作っておくべきである。  

委員長  小中学生のアンケートでは文化芸術もスポーツもどちらも楽しんで

いるという結果がでている。  

委員   障害者にも情報補償をまんべんなく提供ほしい。また、移動手段の

ない人も多く、施設へのアクセシビリティの向上を配慮していただき

たい。 

委員長  資料６について、４つの視点に関わりのあるものを重点施策としてい

る。何か意見はあるか。  

委員   最終的には冊子になるのか。  

事務局  冊子になる。素案がベースとなる形である。  

委員長  重点項目の星印は素案の中にどのような形で入るのか。  

事務局  実際の素案の中では重点項目とわかるような文字等を入れる予定

である。  

委員長  それぞれのページでは重点項目がわかりづらい  

事務局  現時点では示していない。今回指摘等を受け、問題がなければ取組

む予定である。  

委員  資料 6 の 68 番について。新しい視点、ロングレンジの施策を入れ

た方がよいのではないか。例えばデフリンピックや、冬季五輪などを

考慮したものなど。  

事務局  方向性として、オリンピックに限らず様々な大会を想定しており、小

平市とゆかりのある選手との繋がりを継続していくというような長期

的な視点での検討も進めている。  
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委員長  表に出ている項目は増えていくのか。 

事務局  現在行っていること、今後行いたい取組を挙げているが、指摘や意

見があれば検討していく。  

委員長  項目から漏れているものに関して、いつまでにどのようにアクション

を起こせばよいか。  

事務局  素案については 11 月 21 日のパブリックコメントに向けて、10 月 31

日までに意見をいただきたい。  

事務局  項目について、記載のあるものは市ですでに行っている、もしくは検

討段階のものであり、全く新規となる事業の追加は難しいかもしれ

ないが、提案として受けたい。  

委員  関連する課や取組の方向性について、活動を縛らないような表現を

した方がよいだろう。  

委員長  これはパブリックコメントに載せるのか。  

事務局  説明資料は載らないが、事業の項目に盛り込み、素案と概要版を示

す。活動の実態を考慮した形で記載していく。  

委員長  市民の取組や関係団体の取組など、市以外との連携したものも載せ

た方がよい。  

 

５ 事務連絡 

事務局 次回第 4 回検討委員会は 2 月 22 日水曜日、午前 9 時半から、市

役所での開催となる。本日の会議内容については、10 月 31 日まで

に意見をいただきたい。 

11 月 21 日から 12 月 20 日までパブリックコメントの予定となる。

パブリックコメント実施とともに各委員には素案を送付するので、確

認いただきたい。 

 

６ 閉 会 

 

 

以上 

 

 

 

 


